
意匠調査（先行意匠探索）と類似性判定（クリ

アランス/侵害予防）における生成AIの活用の
現状と課題 

Gemini 3.1 pro 
1. 序論：意匠権保護のグローバル化と探索・クリアランス実務
の危機 
グローバル化とデジタルエコノミーが加速する現代の産業構造において、企業が自社のプロダクト、

ユーザーインターフェース（GUI）、およびブランドのアイデンティティを法的に保護するための「意匠
権（Industrial Design Rights）」の重要性は、かつてないほどの高まりを見せている。世界知的所有
権機関（WIPO）が発行した『World Intellectual Property Indicators 2025』の最新データによれば、
2024年における全世界の意匠出願件数は125万件に達し、デザイン数（Designs contained in 
applications）ベースでは前年比で2.2%の継続的な増加を記録している1。ハーグ協定のジュネーブ

改正協定に基づく国際登録システム（Hague System）は世界99カ国で保護を提供しており、意匠権
の取得戦略は完全にボーダレスな競争環境へと突入している1。 

このグローバルな意匠出願の潮流において特筆すべきは、出願地域の極端な偏在性と新興国の台

頭である。2024年、中国国家知識産権局（CNIPA）が受理した意匠出願の包含デザイン数は82万
5,330件に達し、全世界のアクティビティの過半数（52.9%）を単独で占有している1。次いで、欧州連

合知的財産庁（EUIPO）が12万3,743件、英国知的財産庁（UKIPO）が7万8,567件、米国特許商標庁（
USPTO）が6万8,575件、韓国特許庁（KIPO）が6万0,683件と続いている1。さらに、インドにおける出

願件数が前年比43.2%増、ブラジルが27.3%増、インドネシアが25.3%増と急激な伸びを示しており、
企業の知的財産部門は、これまで以上に広範かつ多言語にわたる国際的な監視網を構築する必要

に迫られている1。 

 



 
 
このように爆発的に増殖し続ける意匠データの世界において、新規性の確認（先行意匠調査）や、自

社の新製品が他者の権利を侵害していないかを確認する「クリアランス調査（侵害予防調査・FTO：
Freedom to Operate）」は、人間の審査官や弁理士、企業の知財担当者にとって物理的な限界を超
える作業負荷を強いている。従来の先行意匠探索は、ロカルノ国際分類（Locarno International 
Classification）などの静的な分類コードや、出願人が付与した限られたテキストキーワードに基づく
ブーリアン検索（Boolean search）に大きく依存していた。しかし、インダストリアルデザインの本質で
ある「視覚的な美感」や「形態の微妙なニュアンス」を言語化して検索クエリに落とし込むことは極め

て困難であり、検索漏れ（偽陰性）や無関係なノイズの大量発生（偽陽性）が常態化していた。 

この深刻な技術的・実務的ボトルネックを打破するゲームチェンジャーとして登場したのが、生成AI（
Generative AI）および深層学習（ディープラーニング）に基づくマルチモーダルモデルである3。自然

言語処理（NLP）とコンピュータビジョン（CV）の融合は、図面や3Dモデルから直接的に意味的特徴を
抽出し、概念的な類似度を計算するという、知的財産分野におけるかつてないパラダイムシフトを引

き起こしている。本報告書では、意匠調査および類似性（類否）判定の領域におけるAI技術の進化
のメカニズム、各国特許庁や民間データベースプラットフォームにおける実装の実態、そして実務適

用に際して顕在化している法的解釈の境界線やアーキテクチャ上の課題について、網羅的かつ深

層的な分析を展開する。 



2. 先行意匠探索を駆動するマルチモーダル生成AIの基盤メカ
ニズム 
意匠調査において生成AIと深層学習モデルがもたらした最大のブレイクスルーは、「テキストと画像
のセマンティック（意味的）な統合と空間的マッピング」である。意匠公報は通常、対象物の視覚的な

形態を示す「図面、写真、または3Dレンダリングデータ」と、物品の用途や意匠の説明を記述した「テ
キスト」という異質な二つのモーダルで構成されている。これらを統合的に解釈し、高精度な類似性

検索を実現するための基盤技術の進化の系譜を追う。 

2.1 CLIPモデルとコントラスト学習による多次元ベクトル空間の構築 
現在のマルチモーダル意匠検索ツールの多くがその基盤として依拠しているのが、OpenAI等によっ
て提唱されたCLIP（Contrastive Language-Image Pre-Training：対照言語-画像事前学習）のアー
キテクチャである4。CLIPモデルは、インターネット上の多様な「画像とテキストのペア」を用いて訓練
されたニューラルネットワークであり、特定の画像分類タスクに向けた直接的な最適化（ファイン

チューニング）を行わずとも、自然言語の指示に基づいて最も関連性の高い画像領域を予測するゼ

ロショット（Zero-shot）能力を備えている4。このモデルは、ImageNetのゼロショット評価においてオリ
ジナルのResNet50の性能に匹敵する結果を出し、コンピュータビジョンにおける主要な課題を克服
したと評価されている4。 

意匠の類似性検索において、この技術は極めて直感的かつ強力に機能する。入力された画像（例え

ば先行意匠の図面）は画像エンコーダーに、テキスト（例えば「背もたれが湾曲した木製の椅子」と

いったプロンプトや明細書）はテキストエンコーダーにそれぞれ入力され、高次元のセマンティック特

徴ベクトル（High-level semantic feature vectors）として抽出される5。これらのベクトルは、対象物

の視覚的情報と文脈的情報を同時に捉えたものであり、異なる埋め込み（Embeddings）間でのマグ
ニチュードの一貫性を保証し、比較を可能にするためにL2正規化（L2-normalization）が施される5。

最終的に、ベクトル間の角度距離を測定する「コサイン類似度（Cosine Similarity）」を計算すること
で、異なるドメイン（画像とテキスト）間、あるいは画像同士の間での類似性が数学的なスコアとして

算出される5。これにより、「二つの意匠がどれほど近いか、あるいは離れているか」を示すアライメン

トマトリックス（Alignment Matrix）が生成され、高精度な画像検索およびクリアランス機能が成立す
る6。 

 



 
 
2.2 幾何学空間の再定義：EuCLIPと階層的表現の進化 
汎用的なCLIPモデルは革新的であったが、特許や意匠という極めて専門的なドメインに適用する中
で、その基本設計に対する見直しも進んでいる。最近の研究では、オリジナルCLIPが採用している
L2正規化とコサイン類似度ロジットという設計選択に疑問を呈し、直感的なユークリッド幾何学を採
用した「Euclidean CLIP (EuCLIP)」などの代替モデルが提案されている7。この研究によれば、EuCLIP
は言語-画像事前学習において従来のCLIPと同等以上の性能を発揮するだけでなく、複雑な双曲幾
何学（Hyperbolic alternatives）を用いたモデルと同等以上に、データ間の「階層的な関係（
Hierarchical relationships）」を巧みにサポートできることが実証されている7。特許分類や意匠分類

は厳密なツリー構造（階層）を持っているため、ユークリッド空間での埋め込み表現の最適化は、より

意図に沿った検索結果を導出する可能性を秘めている。 

2.3 ロカルノ分類を活用した階層的マルチポジティブ対照学習 
さらに特許・意匠画像の検索精度を飛躍的に向上させるためのドメイン適応（Domain Adaptation）
の手法として、「階層的マルチポジティブ対照学習（Hierarchical Multi-Positive Contrastive 
Learning）」が注目を集めている8。特許や意匠の図面は、自然言語テキストよりも効果的に発明の

細部を伝える技術的な図面であるがゆえに、複雑なセマンティクスを含んでおり、汎用の画像検索モ



デルではその意図を捉えきれないことが多い8。 

意匠には、ロカルノ国際分類（LIC）と呼ばれる国際的な階層型タクソノミーが存在する。例えば、「家
具（Furnishing）」という大分類の下に、「座席（Seats）」や「ベッド（Beds）」というサブクラスが存在し、
さらにその下に具体的な意匠の形状が紐づいている8。従来の手法はこの階層的関係性を無視して

いたが、新しいアプローチでは、バッチ内の各特許画像に対して、分類タクソノミーに基づいた複数

のポジティブペア（類似画像の組み合わせ）を割り当て、階層構造に応じた異なる類似度スコアを損

失関数（Loss Function）に組み込む8。DeepPatent2データセットを用いた実証分析によれば、この
分類体系を学習に誘導するアプローチは検索結果の精度を劇的に向上させることが示されている8

。特に、この手法はパラメータ数の少ない軽量モデル（Low-parameter models）においても有効に
機能するため、限られたハードウェア環境や社内のローカルサーバーに検索システムをデプロイす

る際の実用性を大きく高めるものである8。 

2.4 SAM-CLIPによる領域ベースの部分意匠検索 
また、意匠調査においては全体形状の比較だけでなく、特定の部品や特徴的な部分の類似性を判

定する「部分意匠（Partial Designs）」の検索が極めて重要となる。この課題に対しては、SAM（
Segment Anything Model）のようなセグメンテーションモデルとCLIPを組み合わせたアプローチが
有効である。テキストプロンプト、ポイントアノテーション、またはバウンディングボックス（Bounding 
boxes）を用いて画像内の特定の領域をセグメント化し、その抽出された領域のみをCLIPフォーマット
に変換して高レベルのセマンティック特徴ベクトルを抽出する技術が研究されている5。これにより、

全体的な画像のノイズに惑わされることなく、調査対象となる特定の形態（例えば、スマートフォンの

カメラモジュールの配置パターンなど）に限定した高速かつ軽量な類似度マッチングが可能となる5。 

2.5 2D/3D図面照合におけるAIの部分形状検索 
設計や製造の現場におけるクリアランス実務においては、AIによる図面照合システムの導入が急速
に進んでいる9。AI類似図面検索システムは、過去の膨大な2D図面や手書き図面に加え、3D CAD
モデルから2D図面を検索し、部分的な形状検索（部分意匠の照合）を行う能力を備えている9。従

来、人間が目視で行っていた差異検出や類似図面の自動抽出をAIが代替することで、照合時間が
大幅に短縮され、手作業による確認ミスや漏れが防止される9。これは単なる検索の効率化にとどま

らず、属人的な判断からの脱却による設計品質の均一化、設計の標準化、無駄な部品重複の防

止、そして抜本的なコスト削減に寄与するキーテクノロジーとして、製造業・建築業の標準業務として

定着しつつある9。 

3. 主要国特許庁（IP5/ID5）および国際機関におけるAI統合
の実装状況 
意匠出願の処理と独占排他権の付与という強大な権限を持つ各国の特許庁（IP Offices）や国際的
な知財機関においても、爆発的に増加する出願に対処し、審査の迅速化と品質向上を図るため、AI
ツールの統合が不可逆的なトレンドとなっている10。 

3.1 ID5（日米欧中韓）による国際的協調と技術開発 



世界の意匠出願の圧倒的多数を処理する日米欧中韓の5大特許庁で構成される枠組み「ID5（
Industrial Design 5 Forum）」において、人工知能と意匠評価の交差点は最重要の戦略的アジェンダ
として議論されている11。2025年にエジプトのアレクサンドリアで開催された国際ラウンドテーブルで
は、AIが生成したインダストリアルデザインに関する「発明者性（Inventorship）」や「創作者性（
Creatorship）」といった高度な法政策的課題、さらにはデザイン開発プロセスにおけるAIの関与を開
示する要件の是非について、深い意見交換が行われた12。 

実務レベルのAI活用に関しても、ID5各庁は積極的な技術開発を報告している。中国国家知識産権
局（CNIPA）、日本国特許庁（JPO）、および韓国特許庁（KIPO）は、先行技術調査（Prior art search）
の能力と精度をAIを用いて向上させるための取り組みを継続して進めており、欧州連合知的財産庁
（EUIPO）も検索ツールの自動化開発を推進している12。また、ID5のユーザーセッションでは、飽和状
態にある先行技術の海から的確な意匠を見つけ出すことの困難さや、硬直化した分類システムの限

界に対する解決策としてAIへの期待が表明されている12。日本国特許庁（JPO）においても、特許情
報を含む技術情報等を学習させたAIを利用し、審査業務や中小企業支援のための特許情報分析モ
デルの実現可能性と有効性を検証する調査研究が令和5年度に行われ、地域知財支援施策の基礎
資料として活用されている13。 

3.2 USPTOの「DesignVision」：審査官拡張ツールとしてのAI 
AIツールの実装における最も先進的かつ具体的な事例の一つが、米国特許商標庁（USPTO）が導
入した「DesignVision」である10。これは、USPTOの特許エンドツーエンド（PE2E）検索スイートを通じて
意匠特許審査官に提供される初のAIベース画像検索ツールである10。DesignVisionの最大の強み
は、世界80以上の登録簿（Registers）から集約された意匠特許、商標、工業デザインのデータへの
集中的なアクセスとフェデレーテッド検索（Federated searching）を可能にしている点にある14。 

審査官が検索を実行すると、システムは画像類似度（Image similarity）に基づいて並べ替えられた
検索結果を即座に返し、グローバルな先行意匠のスクリーニングを高速化する14。これにより、審査

の効率化と近代化が図られ、出願の審理期間（Pendency）の短縮が期待されている10。しかし、ここ

でUSPTOが極めて慎重なスタンスをとっている点に留意する必要がある。USPTOは、DesignVision
が人間の意匠審査官の他の検索ツールや非特許文献調査を「代替（Replace）」するものではなく、
あくまで専門家の能力を「補完・拡張（Augment）」するツールであると公式に明言している14。これ

は、最終的な意匠の類否判断という法的な決定権を機械に委ねず、人間の審査官の責任下に置く

という、知的財産行政におけるAIガバナンスの国際的な標準姿勢を反映したものである。 

3.3 WIPOおよび各国知財庁のAIサービス展開 
世界知的所有権機関（WIPO）もまた、出願人や審査官を支援するための多角的なAIツール群を展
開している15。特に意匠や商標のクリアランス実務に直結するものとして、「Global Brand Database」
に統合された画像類似検索（Image Similarity Search）機能がある15。このシステムはAIを活用して
おり、ユーザーが自社の画像やロゴをアップロードすると、世界中のデータベース内から同一または

類似する商標・意匠を視覚的に特定することができる15。これにより、ブランドオーナーや商標専門家

は、潜在的な権利侵害のリスクを視覚的かつ直感的に把握し、包括的なクリアランス調査を遂行す

ることが可能となっている15。さらにWIPOは、高度なニューラルネットワーク技術を用いた「WIPO 
Translate」を通じて、多言語の特許・意匠文献の自動翻訳を提供し、言語の壁を越えたグローバル



な知識共有を後押ししている15。 

各国レベルでの取り組みも加速している。例えばオーストラリア特許庁（IP Australia）は、自然言語
処理（NLP）モデルを活用した革新的なツールを次々とローンチしている16。マドリッド協定に基づく指

定商品・役務の選択を支援する「TMICS（Trade Mark International Classification Service）」は、
Sentence-transformersを用いて入力された検索語と意味的に関連する（Semantically related）商
品・役務を正確に見つけ出し、ユーザーのクエリ数を削減する16。さらに審査官向けに導入された「

TMPI（Trade Mark Precedent Identification）」は、キーワード抽出、見出し語化（Lemmatisation）、
スペル訂正などの技術を駆使して、実質的に同一のテキスト商標をレジスタから自動的に取得・ラン

ク付けし、審査の質と意思決定の一貫性を向上させている16。 

4. 民間データベースプラットフォームにおける検索パラダイム
の変革 
特許庁の内部システム進化と並行して、企業知財部や特許事務所が日常的に利用する民間の商用

知財データベースにおいても、生成AIの統合を通じた激しいイノベーション競争が繰り広げられてい
る。PatSnap、Lens.org、IPlytics、Derwent Innovation、Orbit Intelligence、PatSeerといった主要な
プラットフォームは、単なる書誌事項のインデックスから、高度な分析プラットフォームへと進化を遂

げた17。 

これらのプラットフォームに共通する最大の変革は、従来の「ブーリアン論理（AND/OR/NOT）とキー
ワード群」によるクエリ構築から、「自然言語処理（NLP）に基づくセマンティック検索（Semantic 
Search）」への移行である17。例えば、1億1500万から1億4000万件超の文書をカバーするこれらの
巨大データベースにおいて、従来の手法ではシノニム（同義語）の漏れや出願人による特有の難解

な言い回しによって致命的な検索漏れが生じていた17。 

革新的なアプローチをとる「NLpatent」などのプラットフォームは、ユーザーに対してあえてキーワー
ド検索を避け、発明や意匠の範囲を「完全な文章（Full sentences）」や自らの言葉で表現し、入力す
ることを促している18。AIは入力されたテキスト全体から概念（Concepts）を包括的に理解し、独自の
ドキュメントベースの類似性モデル（Proprietary document-based similarity model）を適用する18。

その結果、単語が完全に一致していなくとも、概念的に関連性の高い先行技術が正確にランク付け

されて抽出される18。 

さらに、これらのAIツールは高度な「ビジュアルアナリティクス（Visual Analytics）」機能を提供してい
る17。スマートダッシュボードやクラスタリング機能は、数千件に及ぶ検索結果をAIが自動的に読み
込み、技術やデザインの密集領域、あるいは競合が存在しない空白領域（ホワイトスペース）を視覚

的なマップとして提示する17。これにより、先行意匠調査は単なる「侵害リスクの排除（クリアランス）」

という守りの作業から、新規意匠のコンセプト策定やライセンス戦略の構築に向けた「戦略的なラン

ドスケープ分析」という攻めの知財活動へと昇華されている。 

民間ツール/プラット 主要なAI機能・検索手 ドキュメントカバレッジ 分析・可視化機能 



フォーム 法 （推定） 

NLpatent 完全な文章入力によ

る概念理解、独自の文

書ベース類似性モデ

ル 

- 概念的関連性に基づく

検索結果のランク付け 

PatSnap AI検索、NLP、独自の
カスタムモデル 

1億1500万件以上 スマートダッシュボード、

高度なビジュアルアナリ

ティクス 

Lens.org AI検索、基本的なセマ
ンティック検索 

1億4000万件以上 クラスタリング（

Clustering）分析 

IPlytics AI検索、標準必須特
許（SEP）フォーカス 

包括的 + SEP ライセンスランドスケー

プの可視化 

PatSeer NLP活用AI検索、セマ
ンティック検索 

1億1500万件以上 スマートダッシュボード

による直感的なデータ把

握 

Derwent Innovation AI拡張型検索（
AI-enhanced） 

1億以上のパテントファ
ミリー 

- 

Orbit Intelligence セマンティック検索 1億3000万件以上 - 

17 

5. 意匠の類否判断とAI生成物を巡る法的・制度的境界：日本



法からの視座 
意匠の調査および権利化実務において生成AIの利用が拡大する中、技術的な検索精度と同等、あ
るいはそれ以上に重要となるのが「法的・制度的な位置づけ」の理解である。特に、他者の登録意匠

をAIモデルの学習データとして使用する行為の適法性や、AIが自律的に出力した意匠が第三者の
権利と衝突した場合の取扱いは、各国の知財実務において喫緊の課題となっている。 

日本の政府・経済産業省が公表した「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」は、現行の法解
釈に基づく極めて明確な境界線と指針を提示している19。この枠組みは、AIと意匠権の法的関係を
議論する際、AIのライフサイクルを「学習段階（Training Phase）」と「生成・利用段階（
Generation/Utilization Phase）」の二つに厳密に切り分けて思考することを求めている。 

5.1 学習段階における意匠権の非侵害性 
同報告書によれば、AIモデルの学習段階において、他人の登録意匠やそれに類似する意匠が含ま
れるデータセットをAIに読み込ませて学習させる行為自体は、現行法上、意匠権の侵害にはならな
いとの見解が示されている19。 

この法的根拠は極めて論理的である。登録意匠に係る画像データをAIの機械学習用データとして情
報解析のために用いる行為は、意匠法第2条第2項において独占排他権の対象として定められてい
る「意匠の実施（すなわち、意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出入など）」のいずれに

も該当しない19。情報処理としてのデータ消費は「画像の作成や使用」には当たらず、意匠権の効力

が及ぶ範囲外であると解釈されるためである19。商標権に関しても同様に、AI学習用データとしての
利用は商標の「指定商品・役務についての使用」に該当しないため、商標権侵害は成立しない19。こ

の法的スタンスは、AI開発企業や検索データベースベンダーが、意匠公報や登録商標の膨大な
アーカイブをクローリングし、検索・類似性判定エンジンの性能向上のために自由に学習データとし

て活用するための強力な法的セーフハーバーを提供している。 

5.2 生成・利用段階における厳格な類否判断と「依拠性」の不在 
一方で、AIプラットフォームを利用して生成された意匠（AI生成物）を、ユーザーが実際のビジネスで
利用する（製造・販売する）段階においては状況が一変する。生成・利用段階において、他人の登録

意匠と衝突（類似）するAI生成物を利用する行為は、人間が手作業で創作した場合と全く同様の基
準で意匠権侵害の成否が判断される19。 

ここで、著作権と産業財産権（意匠権・商標権）との間に存在する決定的な法的要件の差異を認識

することが不可欠である。著作権侵害が成立するためには、侵害者が他人の著作物の存在を事前

に知っており、それをもとに作成したという「依拠性（Reliance / Dependence）」が厳格に求められる
19。しかし、意匠権侵害および商標権侵害の成立においては、この「依拠性」は要件とされていない19

。 

このことは、実務上極めて重大な意味を持つ。意匠の創作者がAI（例えばMidjourneyや業界特化型
デザインAI）にプロンプトを入力して新しい形状を生成した際、その創作者自身が他者の登録意匠の
存在を全く知らず、AIのブラックボックスの中で偶然に類似した意匠が出力された「善意の独立創
作」であったとしても、結果として出力された形態に客観的な類似性が認められれば、不可抗力的に



意匠権侵害が成立し得るのである19。商標権侵害についても依拠性が要件ではないため、特段の論

点となることなく、客観的に商品・役務の同一・類似性、および商標の同一・類似性が認められれば、

AI生成物による侵害成立の可能性が認められている19。 

類否判断の基準としては、登録意匠とAI生成物を比較し、まず「物品の用途及び機能の共通性」を
基準として物品が同一・類似であるかが問われる19。次に、「取引者・需要者の注意を最も惹きやす

い部分（いわゆる要部）」において、形態が視覚的に同一・類似か否かが判断される19。この比較判

断のプロセスにおいて、「その意匠がAIによって生成されたものである」というAI特有の考慮要素は
想定し難く、純粋に結果物の客観的形態のみが評価の対象となる19。だからこそ、AIを用いて大量の
デザイン案を高速に生成できる現代において、出願前・製造前の「高精度なAIを活用したクリアラン
ス調査（侵害予防）」が、皮肉にもこれまで以上に不可欠なプロセスとなっているのである。 

5.3 意匠登録（保護）の対象と創作者の関与度 
また、AIを使用して生成したデザインを、自社の権利として意匠登録できるかという問題についても
方針が示されている。意匠法（3条1項1号、6条1項2号など）は、原則として自然人（人間）が意匠を創
作することを大前提としている19。したがって、AIが完全に自律的に生成したデータは保護の対象と
ならない。しかし、自然人がAIを単なる「道具」として用い、意匠の創作プロセスに「実質的に関与し
た（Substantially involved）」と認められる場合であれば、特定条件下で意匠登録の対象となり得る
可能性が示唆されている19。この実質的関与の度合い（プロンプトの精緻化、生成後の人間による反

復的な修正・調整プロセスなど）をどう証明するかが、今後の知財権利化実務の新たな論点となる。 

5.4 機密保持と新規性喪失のリスクマネジメント 
さらに、日本弁理士会（JPAA）が公表した「生成AI活用ガイドライン」は、知財実務家によるAI利用に
おけるもう一つの重大な落とし穴に警鐘を鳴らしている。それは「機密保持（守秘義務：

Confidentiality）」の徹底である20。日本の特許・意匠制度は、出願前の「新規性喪失」に対して諸外

国と比較しても極めて厳格である20。 

企業の発明者や知財担当者が、クリアランス調査や先行意匠探索のために、未公開の新製品の図

面データや詳細な特徴を記述したテキストを、パブリックな生成AIツール（入力データがベンダーの
外部サーバーに送信され、モデルの再学習に利用される可能性のある環境）に安易に入力すること

は、機密情報の漏洩にとどまらず、法的な新規性を自ら破壊する（公知状態にする）行為に直結する

致命的なリスクを孕んでいる20。このガイドラインは、人間の最終責任の所在を明確化するとともに、

知財業界特有の機密性の高さゆえに、業務利用するAIツールはエンタープライズ向けのクローズド
環境（API経由でのデータ非学習化の保証、オンプレミスでのローカル運用など）であることが必須条
件であることを明確に示している。 

6. 実務適用におけるアーキテクチャの本質的限界と「美感」の
法的解釈 
意匠調査とクリアランスにおけるマルチモーダルAIのポテンシャルは疑いようがないものの、現場で
法的責任を負う知財実務家や検索エキスパートの厳しい視座からは、現在の商用AIツールが抱え
ている「アーキテクチャ上の本質的な欠陥」と「法的評価との間のセマンティック・ギャップ（意味的乖



離）」が指摘されている。 

6.1 「Flat Text」の誤謬とRAG（検索拡張生成）の構造的限界 
特許および意匠検索プラットフォームにおける「AI搭載」の謳い文句に対する最大の批判は、検索結
果の大量のリストアップと、そこから実務家が「侵害のリスクはない」という法的確信（Confidence）を
得るまでの間に存在する巨大なギャップである21。この問題は単なるユーザーインターフェース（UI）
の不出来ではなく、システムの基礎的なアーキテクチャに起因している21。 

現在、最も洗練されていると主張する検索ツールの多くがRAG（Retrieval-Augmented Generation）
技術を実装している。Qdrantのような標準的なベクトルデータベース（Vector DB）を構築し、ドキュメ
ントを一定のサイズでチャンク（分割）し、埋め込みツールでベクトル類似度マッチングを実行して、関

連性の高い順にランキングされたリストを提示する21。しかし、実務家からの痛烈な指摘にある通り、

多くの「AI搭載」特許検索エンジンは、法的な特許・意匠文書を単なる「一般的なテキストの塊（
Generic flat text）」として扱ってしまうという致命的な誤謬を犯している21。 

特許文書や審査記録は平坦なテキストではない。「クレーム（請求の範囲）」は権利範囲の境界を画

定する厳密な論理構造を持ち、「拒絶理由（Rejections）」は審査官が特定の構成要件（Limitations）
に対して先行技術をどう適用したかを示す推論の軌跡であり、「先行技術（Prior Art）」は特定の要素
を個別に開示している21。テキストの段落を互換性のあるパーツとしてチャンキングし、純粋なベクト

ル的近さだけでランキングするアプローチは、法的分析において最も重要な「構造的・因果的な関係

性」を破壊してしまう21。実務家が侵害予防調査において真に必要としているのは、「関連する可能性

のある200件の先行文献のリスト」を出力するAIではなく、「自社製品の構成要件3(b)が、この特定
文献の正確にどの段落・図面で開示されており、審査官がそれをどうマッピングして拒絶したか（ある

いは許可したか）」という、法的な思考プロセスをトレースしたピンポイントの因果関係の提示である21

。このレベルの構造的理解を備えたRAG実装は未だ稀有であり、AIに対する実務家の信頼性を損な
う最大の要因となっている。 

6.2 数学的な画像類似度と法的「美感」の解釈の乖離 
意匠の類否判断においてAIが直面するもう一つの深い壁は、意匠評価特有の複雑性である。専門
家による「意匠の類否判断は何故分かりにくいのか」という論稿が指摘するように、グッドデザイン賞

のような「製品そのもの（プロダクト全体）」に対する総合的な評価と、審査基準や裁判で問われる抽

象化された「意匠（美感の面から把握したアイデア）」に対する法的評価との間には、時に矛盾とも取

れるような評価軸の違いが現れる22。 

現在のCLIPモデルをはじめとする画像認識AIは、ピクセルレベルの特徴分布や全体的なアウトライ
ンを比較して、数学的な距離に基づき「視覚的に似ている（Image Similarity）」画像を抽出することは
極めて得意である。しかし、法的な意匠の類否判断は、単なる画像のパターンマッチングではない。 

法的な比較の際、人間（審査官や裁判官）は、対象となる物品の用途や機能から「必然的に定まる

形状（機能的形状）」や、その業界における「ありふれた形状（公知形態）」をまず特定し、それらを類

否判断における評価の重み付けから意図的に除外（または大幅に軽減）する。その上で、取引者や

需要者の注意を最も惹きつける独創的な部分（要部：Novelty/Distinctive parts）を法的に認定し、そ
の要部同士の視覚的・美感的な類似性を比較考量して最終的な結論を導き出す。 



現在のAI画像検索アルゴリズム（コサイン類似度計算など）の多くは、この「機能的形状の除外」や
「法的な要部の認定」という高度に法的なフィルタリング機能（法的バイアス）を内部の計算プロセス

に持っていない。その結果、重大な偽陽性と偽陰性が発生する。 

例えば、AIが「95%類似している」と高スコアを弾き出した先行意匠であっても、人間が見ればその類
似している部分が全て「業界標準の汎用パーツ」に過ぎず、法的には全くの「非類似（非侵害）」とな

るケースが多発する。逆に、AIの全体類似度スコアが低かったとしても、意匠の核心となる独創的な
ワンポイント（要部）が完全に模倣されていれば、法的には「侵害」と判断され得るのである。AIの純
粋な数学的・視覚的認識と、人間の法的・美感的認識の間に存在するこの「セマンティック・ギャップ」

をアルゴリズム上でどう埋め合わせるか（例えば、アテンション機構を用いて人間の弁理士が注目す

る領域にAIの重みを適応させるなど）が、今後のAI意匠検索ツールの開発における最難関の課題と
なる。 

7. 結論および将来の戦略的展望 
意匠調査（先行意匠探索）と類似性判定（侵害予防調査・クリアランス）における生成AIの活用は、も
はや「導入すべきか否か」という過渡期の議論を終え、グローバルな知財ワークフローの中核システ

ムとして不可逆的に移行しつつある。世界全体で年間120万件を超える意匠出願が行われ、特に中
国をはじめとする非英語圏からの出願が圧倒的なシェアを占める現状において、人間の目視確認と

静的メタデータに依存したレガシーな探索アプローチは既に物理的に機能不全に陥っている。画像

とテキストの境界を越えて概念をマッピングするマルチモーダルAI技術（CLIP、EuCLIP、階層的対照
学習など）は、爆発するデータ量に対して知財保護の実効性を担保し得る唯一のスケーラブルなソ

リューションである。 

各国の特許庁（ID5）がAIを審査プロセスの「拡張ツール」として正式に組み込み始め、民間プラット
フォームが自然言語による概念検索やビジュアルアナリティクスを標準搭載する中、AIを活用した高
速かつ網羅的な先行技術のスクリーニングは、企業競争力の維持において最低限満たすべき要件

（ベースライン）となった。 

しかしながら、現行の汎用的な生成AIやRAGモデルは、法的文書をフラットなテキストとして扱うアー
キテクチャ上の欠陥や、「機能的形状」と「法的な要部」を切り分ける法的フィルタリング能力の欠如

といった本質的な限界を抱えている。さらに日本法が示す通り、意匠権侵害には「依拠性」が不要で

あるため、AIによる無自覚な自動生成がそのまま深刻な権利侵害リスクに直結するという、新たなパ
ラドックスも顕在化している。 

今後の知的財産実務において求められるのは、AIツールが弾き出す「類似度スコア」というブラック
ボックス化された数学的指標を盲信することではない。AIがもたらす広範な検索能力を活用してリス
クの網を広げつつ、その抽出結果に対して「法的な要部認定」や「出願の構造的因果関係の解釈」と

いう、人間にしか成し得ない高度な法的フィルタリングを適用していくハイブリッドなプロセス設計であ

る。最終的にAIは、知財専門家の法的思考を「代替（Replace）」するものではなく、膨大なデータのノ
イズから法的に意味のあるシグナルを抽出し、より精緻で確信に満ちた法的判断へと導くための強

力な「補完（Augment）」基盤として、知財戦略の最前線に深く浸透していくことが予測される。 
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